
 

以下の１～５は、肝がん・重度肝硬変（非代償性肝硬変）の治療目的の入院と判断するための 

医療行為の一例を示したものであり、例示されていない医療行為又は今後新たに医療保険の適用

となる医療行為であっても、肝がん・重度肝硬変（非代償性肝硬変）の治療目的であると判断さ

れる医療行為については、当該事業における肝がん・重度肝硬変入院医療に該当するものとする。 

※都一部改正 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


